
現在行われている施策 新しく検討している施策

犯罪等被害
の発生

捜査
段階

公判
(審判)
段階

執行
段階

執行
終了
段階

【法務省】
　○被害者の
　　視点を取り
　　入れた教育
　　の実施

　○被害者等
　　調査・犯罪
　　被害者等
　　への対応
　　の充実

刑事司法手続（少年保護事件の手続を含む。）と犯罪被害者等のための施策

【法務省】
　○被害者等への対応
　　・被害者支援員の配置
　　・被害者ホットラインの設置
　　・HPやパンフ等による被害者保護・支援制度
　　　の周知
　　・ビデオ等による刑事手続の説明

　○被害者等への情報提供
　　・被害者等通知制度
　　・再被害防止のための被害者等に対する
　　　出所情報通知制度

　○犯罪被害者保護二法の整備
　　・性犯罪の告訴期間の撤廃
　　・付添い、遮へい措置、ビデオリンク
　　・公判廷での意見陳述制度
　　・公判手続傍聴に係る裁判長の配慮
　　・公判記録の閲覧・謄写
　　・刑事和解

　○少年法の整備
　　・非行事実に係る記録の閲覧・謄写
　　・意見聴取
　　・審判結果等の通知

【警察庁】
　○被害者の手引の作成・配布　○被害者連絡の実施
　○被害者への訪問連絡活動の実施
　○指定被害者支援要員制度の運用
　○各種相談窓口の設置　○カウンセリング体制の整備
　○犯罪被害者等早期援助団体の直接支援員への委嘱
　○被害者等に対する精神科医による支援
　○再被害防止措置　○携帯用自動通報装置の整備
　○配偶者暴力被害者の安全確保
　○ストーカー被害者の安全確保
　○被害少年に対する支援
　○捜査過程における被害者への対応の組織的改善
　○交通事故捜査過程における被害者の負担軽減
　○性犯罪捜査指導官等の設置　○性犯罪捜査証拠採取セットの整備
　○性犯罪被害捜査用ダミー人形の整備
　○産婦人科医師会とのネットワーク構築
　○司法解剖後の遺体搬送・遺体修復に要する経費支給
　○診断書料・検案書料・初診料等の支給
　○警察署事情聴取室の整備　○警察施設外の相談会場の借り上げ
　○被害者対策用車両の整備
　○犯罪被害者支援活動用携帯電話の整備
【海上保安庁】
　○被害者等の安全確保
　○被害者等連絡通知制度の実施
【厚生労働省】
　○児童相談所・婦人相談所での一時保護
　○児童福祉施設・婦人保護施設への入所措置

【警察庁】
　○少年対話集会等モデル事業
（修復的カンファレンスモデル事業）
の実施

【法務省】
○日本司法支援
センターによる
犯罪被害者に対
する情報提供に
よる支援

・刑事手続等に
関する情報提供
・被害者の援助
に詳しい弁護士
や専門機関等の
紹介

【法務省】
○更生保護官署・保護
司による継続的被害者
支援

・裁判確定後の加害者
に関する情報提供
・加害者への心情等の
伝達
・相談・助言、風評被害
防止等の援助
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※赤字は今後講じていく施策
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